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「特定商取引に関する法律」の一部改正

１ 「押し買い」被害とは

かつては押し売りという迷惑な訪問者がいましたが，現在は による被害が多数「押し買い」

報告されています。

「 」 ， ，押し買い とは簡単にいうと いかにも押しの強いあつかましい人が自宅に突然訪問してきて

貴金属など換価価値がありそうな品物を，執拗かつ強硬に，騙し脅して安い値段で売却させ，

品物を持って行ってしまうものです。指にしていた指輪をむりやり外そうとしたり，長時間

居ついたり，家に上がり込むそぶりを見せて困惑させて売らせるのです。

当事務所の関係者の自宅へこういった押し買いが来たということも話題になりましたし 私の，

元依頼者にもいました その方は一人住まいで精神にハンディキャップを持つ農家の若者だった。

のですが，農作業に実際に使用をしている農機具を，ただ同然の価格で売却させられ持って

行かれてしまったのです。

一般的には貴金属が狙われることが多いようです。換金しやすいからだと思います。

こういった「押し買い」は突然やってくることもありますし，例えばリサイクルショップと

名乗って電話をかけてくることもあります 「いらないもので売りたいものがある」とでも言っ。

てしまったらしめたもので，堂々と訪問してきます。

このような被害が目立ったためこうした「押し買い」被害を防止するべく，平成24年8月，

が改正されました。「特定商取引に関する法律」

２ 特定商取引に関する法律とは

この法律は訪問販売，電話勧誘販売，通信販売，連鎖販売取引（マルチ商法・ネズミ講）等

の6つの取引類型について，業者に一定の書面を交付する義務を課したり，クーリング・オフ

を認めたり，威迫困惑行為を禁止したりするもので，違反をした場合には，取消権や中途解約

を認めようとするものです。行政措置や刑事罰が課される場合もあります。

３ 今回の改正の内容

（ ） ， 「 」 。１ 改正法は 押し買いを 訪問購入 として７番目の取引類型に追加し規制対象としました

訪問購入は 「物品の購入を業として営む者（以下「購入業者」という ）が営業所等以外， 。

」の場所において売買契約の申し込みを受けたり締結することによって物品の購入を行うこと

と定められました。

（２）改正法は訪問購入業者に対し，まずもって勧誘を要請しない方の自宅や職場への飛び込み

の訪問勧誘を禁止しました 電話による勧誘は禁止されませんが その際には勧誘意思の確認。 ，

を求め，拒絶されればそれ以上勧誘してはいけません。いわゆる不招請性勧誘の禁止です。

売ってもよい，という方に対しても，訪問購入業者は予め事業者名を告げ，購入目的である

ことを明示し，購入目的の物品の種類を明示しなければなりません。また，物品の種類や

購入価額，後述のクーリング・オフに関する記載をした契約書類を作成して交付する義務が

あります。

ただ，悪い業者がこういった不招請勧誘の禁止に違反をしたとしても主務大臣は業務停止

命令を出すことはできますが，売買契約を取り消したり解除ができるということまで定め

られていません こうしたことに対しては 法的には民法に基づく詐欺・恐喝による取り消し。 ，

や不実告知を理由とする消費者契約法に基づく取り消しなどが別途整備されています。

第16回「押し売りならぬ『押し買い』被害に

　　　　　　　　　　対処するための法律改正」



改正法が認めた手段として実効性があると思われるものはクーリング・オフ制度です。

訪問購入の場合 契約書面が交付されてから８日間は売買契約の申し込みの撤回や契約の解除，

を無条件で行うことができます。

また，このクーリング・オフの期間内であれば，売主は訪問購入業者に物品の引渡を拒絶

して手元に置いておくことが可能です。この物品の引渡の拒絶が可能であることについても

契約書面に記載する義務があるとされていますし，物品の引渡の際の不実告知や威迫，困惑

。 ， 。行為も禁止されています しかし 悪い業者は強引に持って行ってしまうことが多いでしょう

もし 期間中に物品を引渡し それが第三者に転売されたとしても その第三者が善意無過失， ， ，

でなければ，その物品の返還を求めることも法的には可能です。

この押し買い被害は今回の法改正にもかかわらず増大することが予想されます。

皆様もご両親・親戚・兄弟や親しい方がこういった被害に遭っていないか注意をしていた

だき，もし押し買いにあった方がおられた場合，当事務所にとにかくお早めにご相談くださ

ることをお勧めします。



第１回 ～遺産の整理～

お困
りで
は

あり
ませ
んか
？

（砂漠の親子）表紙の写真

親子だけで砂漠を行く野生の駱駝に出会いました。

まだカダフィーが支配していた当時のリビアの旅でした。

（撮影者 芝 康司）

遺産整理：ワンストップサービス

ご親族がお亡くなりになり相続人となられた場合，①相続人は他に誰がいるのか，②遺言は

あるか分からない，③遺産・負債はいくらくらいになるのか，④相続税などの申告はどうしたら

よいのだろうか……といった点でお困りのことがあると思います。

淀屋橋法律事務所では，こういったニーズに応え，上記①から③の点を調査するサービスを，

費用10万円を目安として（消費税，出張日当，実費別途です）行っております。

相続人と遺産の範囲が確定した後，さらに①遺言の検認や②相続放棄申述，③限定承認申述，

④財産分離，⑤預金の払い戻し手続きなど遺産の換価・保管，⑥遺産分割協議書の作成といった

整理作業をする必要がありますが，①②についてはそれぞれ10万円程度，③④については

それぞれ30万円程度で受任致します。⑤⑥については遺産の数量・価額により相談させて

いただきます。

また，相続税の申告，遺品の整理・処分，各種許認可の手続き，保険年金の申請，登記手続き

なども，専門家の紹介等を利用してお手伝いしております（ワンストップサービスを実現して

おります 。）

なお，調査サービスや換価を除く整理作業についてはお一人様からの依頼でお受けしますが，

換価・保管や遺産分割協議書の作成については，相続人全員の承諾を得ていることが前提と

なりますので，相続人間で争いがある場合は遺産分割協議として受任することになります。

相続人となられた場合には，お気軽に当事務所まで是非ご相談下さい（相談料は１万円くらい

からです 。）


